公用自動車賃貸借契約書(案)

　公益財団法人ひろしま産業振興機構を甲(以下「甲」という)とし，　　　　　　　　　を乙(以下「乙」という)として，甲と乙は，つぎのとおり公用自動車賃貸借契約を締結する。
（目的） 
第１条　乙は，別紙仕様書に基づく自動車（以下「自動車」という。）を甲に賃貸し，甲は，これを賃借する。
　（１）貸付物件　
	１　商品名
	マツダ　キャロル660 C 2WD CVT

	２　型式
	3BA-HB37S

	３　車台番号
	

	４　登録番号
	

	５　数量
	１台

	６　納入場所
	広島県広島市南区比治山本町12番18号



（賃貸借期間）
第２条　賃貸借の期間は，平成８年４月２５日～令和１３年４月２４日（60か月）とする。　
（賃貸借料及び支払回数）
第３条　自動車の賃貸借料は，月額金　　,　　　円（うち消費税及び地方消費税　,　　円）とする。
２　賃貸借料には，仕様書に定める費用を含むものとする。
３　支払回数は６０回とする。
（消費税及び地方消費税）
第４条　消費税及び地方消費税（以下，「消費税」という。）の税率等に変更があった場合は，甲が乙に支払うべき消費税につき，必要な増減の調整を行うものとする。
（賃貸借料の支払及び遅延利息）
第５条　甲は，乙に対して支払うべき賃貸借料は第３条の月額とし，毎月　日に乙の預金口座に振り替えるものとする。
２　乙は，甲の責めに帰する事由により前項の賃貸借料の支払が遅れた場合においては，甲に対して，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する利率を乗じて計算した額（その額に100円未満の端数があるとき，又はその額の全額が100円未満であるときは，その端数額又はその全額を切り捨てた額）の遅延利息の支払いを請求することができる。

（権利義務の譲渡の禁止）
第６条　乙は，この契約から生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りででない。
（甲の地位の承継）
第７条　賃貸借期間中に，広島県知事が甲を広島県立広島産業会館の指定管理者として指定する期間が終了し，又は指定の取り消しがあった場合には，広島県知事が新たに指定する指定管理者が，本契約における甲の地位及び当該地位に基づく一切の権利及び義務を承継するものとする。
（自動車の引き渡し）
第８条　自動車の甲への引き渡しは，乙が自動車登録完了の後，速やかに甲が指定する場所にいて行うものとする。
２　甲は，自動車の引き渡しを受けた場合は，検査の上，受領するものとする。
３　当該自動車の引き渡しに要する一切の費用は，乙の負担とする。
４　自動車には，仕様書に定める付属品・架装品を設置するものとする。
（自動車の瑕疵）
第９条　自動車に設計，材質，製造上の瑕疵又は隠れた瑕疵があった場合は，甲は，自動車の保証書に従い，自動車の製造者又は販売者から担保責任の履行を受けるものとする。この場合，乙は，甲のそれらの者に対する請求又は権利行使につき可能な協力を行うものとする。
（自動車の使用，保管）
第10条　甲は，その引き渡しを受けた自動車につき善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
２　甲は，自動車を使用するに当たっては，法令及び諸規則に従い，日常点検整備を行い安全運転に勤めるものとする。
３　甲は，自動車を仕様書に定める保管場所で保管するものとし，乙の事前の承諾を得なければ，その変更はできないものとする。
（原状の変更）
第11条　甲は，自動車の改造，模様替え，規格，性能及び仕様の変更並びに他の部品等を取り付ける等の行為を行おうとするときは，あらかじめ書面により乙の承諾を得ることとする。
（自動車の滅失・毀損・契約の終了）
第12条　自動車の返還までに生じた自動車の滅失・毀損等についてのすべての危険は，甲が負担するものとする。ただし，甲の通常の使用に伴う減耗，損耗はこの限りではない。
２　自動車が滅失（修理が不可能な場合を含む。）し，又は，甲がその占有を失ったときは，甲は損害金を乙に支払うものとする。
３　前項の場合において，甲が支払うべき損害金の支払完了と同時に，当該自動車の契約は終了するものとし，乙は当該自動車を廃棄するとともに登録を抹消するものとする。
（代車の提供）
第13条　乙は，仕様書のメンテナンスサービスの内容に基づき，代車を無償で甲に提供するものとする。ただし，代車の車種，仕様，排気量，積載量，付保されている保険金額等は本契約の自動車と異なる。
２　本契約の自動車の使用，維持，管理，保管，返還等に関する規定は，前項の代車に準用するものとする。
（契約の解除）
第14条　甲又は乙は，相手方がその責めに帰すべき事由により，この契約に定める債務を履行しないときは，契約を解除することができる。
（自動車の返還及び再リース）
第15条　第２条の賃貸借期間が満了した場合，又は前条の規定によりこの契約を解除した場合，甲は自動車を返還するものとする。
２　前項の規定により自動車が返還された場合であって，自動車若しくはその付属品に通常の使用による損耗以上の損傷があったとき，又は改造等による価値の減少があったときは，甲は，その損害を賠償するものとする。
３　甲が賃貸借期間満了２ヶ月前までに乙に対し再リースの申し込みをした場合は，甲乙協議の上新たなリース契約を締結できるものとし，その契約内容は別途定めるものとする。
（メンテナンスサービス）
第16条　乙は，第２条の賃貸借期間中，自動車について，仕様書に定めるメンテナンスサービス（以下「メンテナンス」という。）を行うものとする。ただし，次に掲げる事項及び仕様書に定めるメンテナンス対象外事項はこの限りでない。
(1) 甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等
(2) 甲の故意又は重大な過失に起因する修理等
(3) 甲が乙又は乙指定の整備工場の了解を得ず他の整備工場等において独自で行った整備等
２　メンテナンスは，乙指定の整備工場が実施するものとし，乙は，甲がメンテナンスを受ける場合は，事前に当該整備工場及び甲に連絡するものとする。
（事故処理）
第17条　事故により，自動車が損傷したときは，速やかに乙に報告するとともに，甲の負担により車両を修理するものとする。
（賠償責任）
第18条　甲は，自動車又は提供を受けた代車の使用，保管等に起因して第三者に損害を与えたとき，又は第三者との間で紛争が生じたときは，自己の責任と負担によってこれを賠償し，又は解決するものとする。
２　乙は，業務の実施に関し，甲又は第三者に損害を与えたときは，その損害を賠償しなければならない。
（秘密の保持）
第19条　乙は業務の実施に関し知り得た秘密及び甲の業務等で一般に公表されていない事項を他にもらしてはならない。また，この契約が終了した後においても同様とする。
（管轄裁判所）
第20条　この契約において訴訟等が生じたときは，甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
（疑義等の決定）
第21条　この契約及び仕様書に定めのない事項又はこの契約及び仕様書に関して疑義が生じたときは，甲乙協議の上，これを定めるものとする。
（補足）
第22条　この契約の締結を証するため，契約書２通を作成し，甲と乙が記名押印して，各自その１通を所持する。



令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　甲　広島市南区比治山本町12番18号
公益財団法人ひろしま産業振興機構
　　　　　　　　　　　　　　代表者　　理事長　池　田　晃　治
　　　　　　　　　　　　　 （広島県立広島産業会館指定管理者）


　　　　　　　　　　　　乙　
　　　　　　　　　　　　　　

